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各都道府県防災主管部（局） 御中 

 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）  

消 防 庁 国 民 保 護 ・ 防 災 部 防 災 課  

 

 

避難行動要支援者の避難行動支援の適切な実施について 

 

 

 平素より、避難行動要支援者の避難行動支援につきまして、御理解と御協力を賜り感謝申し上

げます。 

近年、災害が激甚化・頻発化し、その度に高齢者や障害者が被害を受けていることなどを踏ま

え、引き続き、避難行動要支援者の避難行動支援について適切に実施していただきますようお願

いします。 

なお、実施に当たっては、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の対象について、下記のこ

とを管内の市町村に対して周知するとともに、市町村の取組を支援していただくようお願いしま

す。 

 

記 

 

 個別避難計画は、避難行動要支援者名簿に記載又は記録された避難行動要支援者を対象として、

優先度の高い方から作成することとなります。 

 避難行動要支援者名簿は、令和５年１月１日現在、全ての市町村で作成済みとなっております

が、避難行動要支援者の心身の状況や生活実態は常に変化しうるものであることから、定期的に

実態を把握し、避難行動要支援者名簿を適切に更新していただくようお願いします。 

 また、個別避難計画は、避難行動要支援者名簿に記載等されていることが前提となって作成さ

れることとなるため、個別避難計画の作成が必要な者が避難行動要支援者名簿に記載等されるこ

とが可能となっていることを確認してください。 

 その際、次に挙げる方々が避難行動要支援者名簿に記載等する避難行動要支援者に当たり得る

ものであることに留意してください。 

・難病や小児慢性特定疾病の患者、医療的ケア児者 

 ・身体障害者補助犬を同伴する身体障害者  

なお、障害のある方が同伴する身体障害者補助犬は、身体障害者補助犬法に基づく対応が必要

であることから、災害時において、原則として、身体障害者と身体障害者補助犬を分離せず福祉

避難所等で受け入れるべきであることに留意してください。 

 



○参考 人とペットの災害対策ガイドライン 

（平成 30年３月環境省自然環境局総務課動物愛護管理室）（一部抜粋）P.73～74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

個別避難計画に関すること 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当） 藤田、平賀、吉田 

  電話_０３－３５０１－５１９１  電子メール_y-hinan.k4n@cao.go.jp 
 

避難行動要支援者名簿に関すること 

消防庁国民保護・防災部防災課 福原、遠矢、三浦、石川 

 電話_０３－５２５３－７５２５  電子メール_bousaichousei@soumu.go.jp 


